
周南市環境基本計画推進委員会 次第 

 

【議案】 
1. 委員長の選任について 

環境基本計画推進委員会の委員長は、規則第2条により、委員の互選により選出する

と定められています。 

今回は、新しい委員の方による初めての委員会ですので、新たに委員長を選任するも

のです。 

 

選任案：佐賀 孝徳 委員（徳山工業高等専門学校 名誉教授） 

 

上記選任案に対する賛否を別添意見書に記入の上、2 月 22日（火）までに、事

務局あてにメール、FAX等で提出してください（意見書の様式は自由です）。 

 

<参考：周南市環境基本計画推進委員会規則抜粋＞ 
第１条 この規則は、周南市環境基本条例（平成16年周南市条例第44号）第27条の規定に基づき、

周南市環境基本計画推進委員会（以下「委員会」という。）の運営について必要な事項を定めるも

のとする。 

（委員長等） 

第２条 委員会に委員長１人、副委員長１人を置く。 

２ 委員長は委員の互選により、副委員長は委員長の指名により定める。 

３ 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

【報告事項】 

1. 周南市環境基本計画の進捗状況（令和3年版環境報告書）について 

毎年作成している報告書です。令和3年版は令和2年度のデータを基にして、取りま

とめてあります。一部公表の遅いデータについては、令和元年度のデータを使用してい

るものもあります。 

現況を基に、今後の施策や、環境行政の進め方などについて、ぜひご意見をお聞かせ

ください。 

 

2. 周南市脱炭素社会形成取組指針(案)について 

別紙資料参照 

 


